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最高裁半ll所長官挨拶

一昨年以来、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は世

界中に多大な影響を及ぼしてきたところですが、 ワクチン

や経口薬といった対策の進展に伴い、行動制限の緩和が進

むようになるなど、 多くの関係者の尽力により社会経済活

動の平常化に向けた取組が実を結びつつあります。 この会

同も、 ここ2年間は参集による開催を控えていましたが、

本年は全国の地家裁所長や高裁長官が一堂に会し、 直接意

見交換をすることができ、 大変嬉しく思います。感染症と

の闘いはなお続いていますが、裁判所としては、 引き続き

感染拡大防止策を徹底した上で、感染終息後の社会の在り

様を見据えながら、今後更に多様化する法的紛争に迅速・

的確に対応できる態勢を整え、 国民から負託された役害'|を

果たしていかなければなりません。

我が国の社会の状況に目を向けると、各分野でデジタル

化が急速に進展しており 、新型コロナウイルス感染症_の影

響ともあいまって、情報通信技術を活用した新たな生活様

式への変化が広く国民生活において生じています。裁判所

としても、 そうした変化に対応して各種裁半ll手続のデジタ

ル化を進め、 より良い司法サービスの提供により国民の信
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頼に応えていくことが不可欠となっています。

先行している民事訴訟の分野では、全面的なデジタル化

の先行実施としての意味合いを有するウェブ会議等を用い

た争点整理の運用が更に拡大し、 民事裁半ll書類電子提出シ

ステムの導入も始まりました。本年5月には民事訴訟法等

の改正法が成立し、 新たな民事訴訟手続の具体的内容が明

らかになりましたが、 一方で、全面的な施行までに残され

た時間は3年余りとなっています。今般の法改正では、

様々な規定の見直しや新たな制度の創設などが行われてお

り、 改正後の手続の運用について具体的なイメージ作りを

早急に進める必要があります。 同時に各庁で熱心に取り組

まれている審理運営の改善について、 その目的を十分に意

識した具体的な実践と検証、再検討を繰り返すことにより

実効性を高めていくとともに、 両者を有機的に連動させ、

デジタル化を取り込んだ民事訴訟のプラクティスの改革の

像を明確化していくことが求められているように思います。

また、 これと並行して民事執行や倒産などの手続について

も、検討が急上･ツチで進められており 、この機会にデジタ

ル化の意義を踏まえた事務の見直し等を行うことも急務と

なります。
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刑事の分野においても、本年3月に刑事手続における捜

査・公判のデジタル化方策についての検討結果が取りまと

められたところであり 、 今後は、法制審議会に議論の場を

移し、法制化に向けた動きが加速することが見込まれます。

これまでも裁判員制度の運営を中心として手続の様々な局

面で在るべき刑事裁判の姿を見据えた取組が進められてい

ますが、今後は、 デジタル化後の公判準備や公判審理の在

り様などをイメージしつつ探求していくことが期待されま

す。 また、裁判員制度については、来年からは1 8歳、 1

9歳の世代が新たに裁判員候補者となりますが、 裁判所と

しては、 このような若い層にも積極的に参加してもらうた

め、法教育の実情を踏まえた情報発信に努めることのほか、

その声を制度運営の改善に生かしていくことも重要です。

もとより 、刑事裁判の中核として定着しつつある裁判員制

度を確実に根付かせていくためには、 引き続き、個々の事

案において裁判員と裁判官との実質的協働の実践に意識的

に取り組み、裁判員の視点や感覚を裁判内容に的確に反映

させるとともに、 その普遍的な意義を関係者間で共有する

ことにより刑事裁判全体の深化へとつなげていくことも求

められます。

’
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家庭裁判所においても、 昨年1 2月から一部の庁でウェ

ブ会議による家事調停手続の試行が開始されています。 こ

れまでにも調停ならではの良さを維持しつつ、紛争解決手

段として更なる改善を目指す取組が続けられてきたところ

ですが、 その成果を基盤として、 ウェブ会議の利点を生か

した運用の検討を深めていく必要があります。デジタル化

に向けた取組に際しては、家事調停以外の手続を含め、 関

係各職種が互いの役割や立場を理解しつつ連携・協働し、

禾l1用者のニーズを踏まえた検討と実践を行っていくことが

強く期待されます。また、本年3月には、第二期成年後見

制度利用促進基本計画が定められました。家庭裁半||所とし

ても、期待される役割を踏まえながら、地域連携ネットワ

ークの中で適切に連携し、 引き続き運用改善の実現に向け

て真蟄に取り組んでいく必要があります。少年事件につい

ては、改正少年法が本年4月に施行されました。特定少年

も含め、個々の少年が抱える資質面や環境面等の具体的な

問題に即して、 改善更生に向けた適切な働きかけや処遇選

択を行うことができるよう 、 引き続き適切な運用に努めて

いくことが求められています。

ころで、 本年は、身近な紛争解決手段としてその役割ル
ト

ー
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を果たしてきた調停制度が1 00周年を迎えます。調停制

度は、 発足直後に発生した関東大震災の際に急増した借地

借家紛争の解決に当たる中で我が国の社会に着実に根付き、

家庭に関する紛争の解決も含め、 その時々の社会経済情勢

の中で大きな役割を果たすことにより、 1世紀の長きにわ

たり 、裁判手続と隣接した我が国の法的紛争解決システム

の大きな柱として機能し続けてきました。 この間、 国民か

らの信頼を得られてきたのは、調停の特性を生かせるよう

に制度改正や運用上の工夫を重ねることによって、 時代や

社会の変化に応じ、直面する紛争解決の要請に適時に応え

てきたことが大きな要因といえるように思われます。

制度や組織が時代を超えて国民の信頼を得ていく鍵とな

るのは、 その機能の中核、本質を見据えつつ周囲の変化を

敏感・的確に捉えて柔軟に対応するために脱皮を図ること

ちゅうちょ

も檮跨しないという姿勢であると思います。前述したデジ

タル化の進展によって裁判所が直面する諸課題への対応に

おいても、急速に変化する社会の要請を正確に受け止め、

これまで我々が積み重ねてきた審理運営や事務の在り方を

その本質から見つめ直した上で、抜本的な検討を行うこと

が欠かせません。 同様に、裁判所の組織の在り様について
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も、 必要な見直しを検討していくことが求められます。全

ての裁判所職員が知恵を絞り 、 意見交換を重ねるなど真剣

に向き合い、裁判所全体としてこれに取り組んでいかなけ

ればなりません。

とりわけ、裁判所組織の中核を担う裁判官の役割は大き

なものがあります。近年、 基本的な意見交換の場である

「部」 において議論を重ねる取組が進められてきましたが、

裁判官一人一人が、 その経験を原点に据えて部の外にも議

論の場を広げるなど、 リーダーシップを発揮して組織的な

諸課題に向き合っていくことが期待されます。 また、裁判

所書記官、家庭裁判所調査官、裁判所事務官などにおいて

も、事務の在り様が変化していく中でそれぞれが担ってい

くべき役割とは何かを問い直すとともに、各職種が有する

知見や專門性を結集して対応していく必要があります。

私たちの前には、 先例のない予測困難な課題が立ち現れ

かっ

ています。合議の本質をなす自由闇達な議論を司法行政に

おいても実践する中で、地域や利用者の意見に耳を傾ける

ほか、 これまでの歴史や諸外国の司法機関における経験に

も視野を広げるなど、 多角的にこれに取り組んでいくこと

が、 それぞれの地域や社会における裁判所への信頼を高め、
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国民から負託された責任を果たしていくことにつながると、

言えましょう。裁判所職員一人一人が真蟄にそのための職

責を果たしていくことを期待して、私の挨拶とします。
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